
石巻市都市公園条例の一部改正（案）について 

条例第２条の３第１項 

条例第２条の３第２項 

★市営都市公園における状況に照らし、都市公園敷地に対する運動施設の割合の上限を50％に規定 

※ 公募対象公園施設：飲食店・売店などの便益施設等 
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